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近年の災害発生状況

出典：環境省災害廃棄物対策フォトチャンネル http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/

平成30年北海道胆振東部地震

平成23年東日本大震災 平成28年熊本地震

1.災害廃棄物とは

出典：東日本大震災アーカイブ宮城（女川町）
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近年の災害発生状況

出典：環境省災害廃棄物対策フォトチャンネル http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/ ほか

令和2年8月豪雨 令和3年8月豪雨

令和4年8月豪雨

熊本県人吉市 青森県むつ市

新潟県村上市

1.災害廃棄物とは

令和6年能登半島地震 石川県輪島市
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関連規定の抜粋（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処
分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図
ることを目的とする。

第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるも
のを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正
な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要と
なつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。

○災害廃棄物とは、自然災害に起因して発生する一般廃棄物。

○廃棄物処理法に則り市町村が収集・運搬し、適正に処理を行う必要
がある。

⇒平時より、一般廃棄物処理業者をはじめとする関係主体と連携し、
災害廃棄物処理計画を策定するなどの措置を講じる必要がある。

○ただし、大規模災害など市町村による処理が困難な場合には、処理
の一部について、都道府県への事務委託又は国による代行処理を行
う場合がある。

災害廃棄物とは

災害廃棄物とは
1.災害廃棄物とは
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北海道胆振東部地震
地
震

H30年
9月

491 1,816 47,105 49,412 6,682 56,094 7.4 約3年

近年の大規模災害の災害廃棄物の発生量､処理期間

出典：環境省 令和６年度災害廃棄物対策推進検討会（第４回） 参考資料4（令和7年3月）

1.災害廃棄物とは
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■特定非常災害に指定された災害一覧

出典：平成30年北海道胆振東部地震により発生した災害廃棄物処理の記録（令和３年３月 環境省北海道地方環境事務所）

自然災害のタイプ 災害発生場所 特 徴

地震 （直下型）

（家屋の倒壊）

震源付近

(主に断層等）

・地震の揺れによる家屋等の倒壊被害
・余震の継続期間は初動活動は遅れる
・災害廃棄物は家屋解体物が主体
・解体棟数の把握、解体⼯程計画が難題

地震 （プレート型）

（津波災害）

沿岸部

（津波遡上域）

・海域の震源を起因とした津波による被害
・津波遡上による建設物等の⼤規模倒壊
・津波堆積⼟を含んだ混合廃棄物主体
・発⽣時から混合状態であり分別・選別が難題

水 害

（土砂災害）

山間部

（谷部口）

・集中豪⾬による⼭間部の⼟⽯流の被害
・⼭間部の⾕⼝付近に局所的な発⽣
・崩落⼟砂・巨⽯・流⽊を多く含む
・⼟砂・流⽊が多く占め、⼟砂等の処理先が難題

水 害

（河川氾濫）

河川低地

（氾濫浸水域）

・台⾵や線状降⽔帯による河川増⽔
・堤防越⽔、決壊による広域浸⽔被害
・浸⽔解消後、⽚付けごみが短期に⼤量に発⽣
し、仮置場への搬⼊計画、管理が難題

家屋の倒壊 津波災害 土砂災害 河川氾濫

災害の種類による災害廃棄物の発生場所と特徴
1.災害廃棄物とは
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災害廃棄物の分類
1.災害廃棄物とは

出典：環境省における災害廃棄物対策の最近の取組状況について（令和6年１0月）
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災害廃棄物処理の全体像

出典：災害廃棄物処理体制と業務 https://policies.env.go.jp/recycle/disaster_waste/guidance/leafret/index.html

2.災害廃棄物処理の流れ
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災害時の一般廃棄物処理に係る初動対応

出典：災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き http://kouikishori.env.go.jp/guidance/initial_response_guide/

災害時には、市町村の責任で、
災害時に特有な処理（片付けごみ、避難所ごみ等） と
平時からの処理（生活ごみ等） を並行して実施する必要がある。

2.災害廃棄物処理の流れ
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災害時の一般廃棄物処理に係る初動対応

初動で求められること初動 求

 住民の生活環境保全上
の支障への事前対処

→多くの課題を3日程度で
処理しなければいけないの
で、平時における初動への
事前対処（平時の備え）が重
要

出典：災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き（Ｒ3.3環境省） 12

2.災害廃棄物処理の流れ

災害時の一般廃棄物処理に係る初動対応

出典：災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き http://kouikishori.env.go.jp/guidance/initial_response_guide/ を編集

災害後、可及的速やかに（遅くとも3日以内）に仮置場を設置
しなければならない。

１）安全及び組織体制
の確保

２）被災情報の収集・
処理方針の判断

３）生活ごみ・避難所
ごみ・し尿の処理体
制の確保

４）災害廃棄物の処理
体制の確保

５）継続的な一般廃棄
物処理体制の確保

① 身の安全の確保

② 通信手段の確保

③ 安否情報・
参集状況の確認※

④ 災害時組織体制
への移行

① 被害状況収集開始及
び道への連絡

② 翌日以降の廃棄物処
理の可否の判断

③ 災害廃棄物発生量推
計に向けた情報収集

④ 被災状況の把握と
支援要否の判断

〔原則支援を要請〕

⑤ 被災状況に応じた
支援要請

①-1 生活ごみ､避難所ご
みの収集運搬体制の確保

①-2 し尿の収集運搬
体制の確保

② 住民・ボランティア
への周知

③ 収集運搬の実施

① 仮置場の確保

② 災害廃棄物の
回収方法の検討

③ 収集運搬車両・
資機材・人員の確保

④ 住民・ボランティア
への周知

⑤ 仮置場の設置・管理
・運営

① 継続的な処理体制
への移行

② 一般廃棄物処理の
継続

③ 初動対応以降の
処理方針の検討

フェーズ 分類

〜12時間
(水害の場合は

発災前から

実施）

〜24時間

〜3⽇

〜1週間

〜3週間

※ 委託業者､許可業者
への確認も含む

注１) 左側の「フェーズ」は、それぞれの初動対応を実施または開始する時期である。
一部の初動対応（例：連絡、情報収集、周知等）は、その後も継続して実施する。

災害発⽣
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2.災害廃棄物処理の流れ



初動：安全・組織体制の確保

出典：災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き（Ｒ3.3環境省）

まずはは安全確保安 確保

次にに組織の構築組織 構築

 少人数でできることは限

られるため、類似した作

業を複数で実施しないよ

うに、まず組織を構築し、

役割分担を行う。

 組織構築には、人員確保

（安否確認）、参集状況

（参集できなければ、通

信手段の確保）が必要。
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2.災害廃棄物処理の流れ

初動：被害情報の収集・処理方針の判断

出典：災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き（Ｒ3.3環境省）

廃棄物発生タイミング廃棄物発

・地震：余震が終了し次第

・水害：水が引き次第

被害情報を基にに発生量の見

込み込 、、、処理能力処 能力処 等を迅速に

把握し、、支援要請支援要請を行う。

 処理能力・支援要請先（連携）に

ついては、平時に把握しておく必

要がある。
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2.災害廃棄物処理の流れ



初動：生活ごみ・避難所ごみ・し尿処理体制の確保

出典：災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き（Ｒ3.3環境省）

災害廃棄物以外の生活ごみ、

避難所ごみについて、処理施

設、収集運搬車両、アクセス道

路のの被災状況などを考慮被災状況 考慮して、

処理体制を構築する。

生活ごみの分別や収集日を

住民等にに周知周知する必要もある。

 避難所や仮設トイレの設置箇所
に対しても収集・運搬が必要。
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2.災害廃棄物処理の流れ

初動：災害時廃棄物の処理体制の確保

出典：災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き（Ｒ3.3環境省）

初動期の混乱を未然防止するために、

早急にに仮置場の確保と設置仮置場 確保 設置を行う必要

がある。

 被災現場から仮置場までの運搬方法

 仮置場の運営・管理方法（分別・仮置場のレイ

アウト等）

 ボランティアとの連携方法

 住民・ボランティアへの、仮置場の位置・開場

時間、ごみの分別、片付けごみの出し方等の

周知方法
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2.災害廃棄物処理の流れ
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災害廃棄物処理計画の必要性

道路脇に残置（平成27年9月関東・東北豪雨：常総市HPより） 公園内に残置 （令和元年東日本台風：福島県内）

家屋前に残置 （令和２年7月豪雨：熊本県内） 歩道上に残置 （令和元年東日本台風：福島県内）

初動期に発生する災害廃棄物の特徴（片付けごみ）
3.仮置場の設置とその重要性
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 河川氾濫の場合、発
災直後（浸水解消
後）から、片付けごみ
が急増する。

 仮置場の設置の遅
れや広報が不十分
であれば、未管理仮
置場が多く発生する。

 これらの管理と回収
計画が必要となる。

台風による水害で発生した未管理仮置場（勝手仮置場）

道路脇に残置 公園に残置

初動期で発生する災害廃棄物の特徴（片付けごみ）
3.仮置場の設置とその重要性
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出典：災害廃棄物に関する研修ガイドブック
国立研究開発法人国立環境研究所 2017年３月

粗選別（重機・手選別） 破砕・選別

留意事項
・災害の種類、規模により、仮置場の役割（広さ、重機配備、処理方法）が大きく変わる。
・受入れ先の品質要求により、破砕・選別等の処理方法が変わる。
・水害などは、片付けごみが短期に大量に発生するため、片付けごみ用の仮置場が必要である。

※二次仮置場は災害規模に応じて設置

災害廃棄物仮置場の種類
3.仮置場の設置とその重要性
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 仮置場の名称や使い方に明確な規定はなく、自治体により災害廃棄物処理
への記載内容や実際の災害対応事例は異なる。

名 称 特 徴

一次仮置場

• 災害廃棄物の前処理(粗選別等)を行い二次仮置場へ積み替える拠点として

の機能を持つ。

• 被災現場から災害廃棄物(可能な限り発災現場で分別したもの)を一次仮置場

に集積した後、粗選別を行う。

• 被災した住民が、自ら災害廃棄物（片付けごみ）を持ち込むことを想定してい

る場合もある。

• 片付けごみ用の一次仮置場の場合、被災後できるだけ速やかに、被災地区に

比較的近い場所に設置し、数か月間に限定して受け入れる。

• 軒先や路上などに排出された災害廃棄物を早急に撤去するために、自治体等

が片付けごみを収集運搬することもある。

二次仮置場

• 一次仮置場から運ばれてきた災害廃棄物を中間処理(破砕・選別等)するとと

もに、再資源化された復興資材を保管する機能を持つ。

• 処理体制に応じて、二次仮置場内に仮設焼却炉を併設する場合もある。

※災害規模に応じて設置するもの

災害廃棄物仮置場の種類
3.仮置場の設置とその重要性
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 発災直後から発生する片付けごみを
受け入れるために、直後～数日中に設
置することが望ましい。

 公園等の比較的面積が狭い場所も利
用される。

 災害規模等によっては集積所ではな
く、住宅の前に排出する等の手法もあ
る。

 混合廃棄物が発生するのは主に、住
民が搬入する集積所で、適切な管理に
は自治体による初動対応が重要。

住民が搬入するための集積所の事例

搬入される主な災害廃棄物
片付けごみ（住民が車両で搬入可能なもの）
・家具
・家電製品
・畳、布団
・金属くず
・可燃・不燃系混合物
・その他
（生ごみ等の生活ごみは搬入不可）

住民用集積所（統一された名称ではない）

3.仮置場の設置とその重要性
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 重機を用いた積込や選別作業が
行われる。

 廃棄物の搬入等は、事業者による
場合が多いが、住民による持ち込
みも含む場合がある。

 重機等が稼働することから、ある
程度の広さ（数千m2）が必要。

 設置には、発注等の事業者への調
整が必要で、発災から数週間程度。

搬入される主な災害廃棄物
・コンクリートがら
・有害性廃棄物
・廃自動車
・土砂混じり廃棄物
・家屋解体廃棄物
・片付けごみ
・その他

一次仮置場設置運営の事例

一次仮置場
3.仮置場の設置とその重要性
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 一次仮置場で粗選別された廃棄物
を処理の効率化のために集約する。

 廃棄物の搬入を含む設置・維持管
理は、事業者により行い、住民の立
ち入りは不可。

 中小規模の災害では設置されない
場合も多い。

 大規模災害時は、破砕・選別を行う
中間処理施設や仮設焼却炉の設置
が想定される。

 東日本大震災では津波堆積物の中
間処理は二次仮置場で行われた。

 なるべく広い敷地が必要（数ha）。
 設置には、発注等の事業者との調

整が必要で、発災から数か月程度、
中間処理施設、特に仮設焼却炉を
設置する場合は設置まで1年程度
必要となる。

二次仮置場設置運営の事例

中間処理施設あり

中間処理施設なし

二次仮置場
3.仮置場の設置とその重要性
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事例紹介：熊本地震（熊本市）
住民は廃棄物をごみステーションへ
それを収集運搬し仮置場で集約

仮置場の設置例

メリット ：

デメリット：・ごみステーション周辺に生活ごみを含む大量の災害
廃棄物が排出された。

・収集が追い付かず、歩道だけでなく車道までごみが
溢れ返る状況となり、車両の通行に支障をきたす原
因となった。

出典：平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の記録（平成30年 熊本県循環社会推進課） を編集

・住民の搬入の負担が軽減された。
・新たに用地確保の必要がなかった。

災害廃棄物と生活ごみ
の収集場所が同一

3.仮置場の設置とその重要性
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事例紹介：九州北部豪雨（朝倉市）
仮置場を3箇所設置

仮置場の設置例

メリット ：

デメリット：・搬入までの渋滞発生。→勝手仮置場の発生。
・搬入が長時間続くため、搬出作業が難しい。
・飽和状態になると、敷地内での分別が困難。

出典：環境省

・数か所であれば、管理にかかる人員の管理が容易
・可能な限り被災地に近い場所に設置することで、
住民の搬入の負担軽減がはかれる。

・堆積量の把握が容易である。

災害廃棄物は仮置場へ

勝手仮置場

3.仮置場の設置とその重要性

27



事例紹介：胆振東部地震（安平町）
焼却施設が被災したため、公園に仮置場を設置
軒先回収を行い、ボランティアによるトラックで回収、
仮置場に輸送

仮置場の設置例

メリット ：

デメリット：・降雨により回収日が延期になったことで、若干混廃
可した。

・水害の場合、自宅保管が困難なため、混乱が予想さ
れる。

出典：災害廃棄物フォトチャンネル

・ごみの回収日を決めたことで、混乱なく輸送
・軒先（住宅前）に排出したこと住民の負担軽減がはか
れた。

3.仮置場の設置とその重要性
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仮置場での分別例

事例紹介：熊本地震（益城町）

出典：平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の記録（平成30年 熊本県循環社会推進課） を編集

詳細な誘導なしに受け入れ 分別されないままに積みあがる。
危険物と思わしきものまで混入。

発災2日後に環境省の指導により、

6品目（可燃物、不燃物、瓦、コンクリート、木材、家電類）に分別したうえで収集。

搬入量は増加の一途をたどる一方、集積した廃棄物を搬出するに
は至らなかった。灯油缶や農薬などの危険物がガレキの山から発
見されることもあった。

仮置場の状況 発災2日後

3.仮置場の設置とその重要性
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仮置場の管理例

事例紹介：熊本地震（益城町）

仮置場の管理は役場職員では全く足りず、県職員の応援やボランティアで管理要員を確保。

→発災11日目から、
（一社）熊本県産業廃棄物協会（現：（一社）熊本県産業資源循環協会）との協定に基づき、
民間事業者による仮置場の管理を開始。

開設から半日程度が管理の要点
市民への広報、現場での分別指導、見せごみ・看板・ロープでの仕切り等
山ができてから分別をお願いしても難しい

役場職員は、昼間に仮置場の整理業務を行い、夜間に避難所対応業務を行うことも。

技術・マンパワー
不足

出典：環境省

3.仮置場の設置とその重要性
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土壌調査（事前）

土壌調査（事後） 復旧工事 返還立会

契約（用地）

契約（仮置場整備） 整備工事 資機材の手配

契約（収集運搬・仮置場管理）

仮置場の設置方針

環境管理 運搬管理（搬出入）

対応部署の体制

時
間
経
過

仮置場の検討開始検討

地権者交渉 候補地の確定候補地の選定選定

整備

供用

復旧

時間経過

東⽇本⼤震災 岩⼿県の事例仮置場整備 運搬管理（重量計測） 運搬管理（処理/処分）

広報：仮置場での受⼊体制が整い次第、住⺠等に周知

仮置場運営 人員・資機材の確保と運営体制の確立
3.仮置場の設置とその重要性
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仮置場の選定基準の例
3.仮置場の設置とその重要性

一次仮置場 二次仮置場

・公有地（市町村有地，県有地，国有地）が良い。 ・迅速に用地を確保する必要があるため。 ◎ ◎

所有者 ・地域住民との関係性が良好である。 ・土地の原状回復や返却をスムーズに行うため。 ◎ ◎

・（民有地である場合）地権者の数が少ない。 ・土地の借用、原状回復や返却をスムーズに行うため。 〇 〇

・住宅地でない方が良い。 ◎ ◎

周辺の土地利用 ・病院，福祉施設，学校等がない方が良い。 ・粉塵，騒音，振動等の影響があるため。 ◎ ◎

・企業活動等の住民の生業の妨げにならない方が良い。 ◎ ◎

土地利用の規制 ・法律等により土地の利用が規制されていない方が望ましい。 ・粉塵，騒音，振動等の影響があるため。 〇 〇

前面道路幅 ・ダンプトラックの往来が可能な道路幅が良い。 ・がれきの運搬では10トンダンプトラックの利用が多いため。 ◎ ◎

〇 〇

処理先による 処理先による

〇 〇

処理先による 処理先による

〇 〇

処理先による 処理先による

土地の形状

・変則形状である土地を避ける。 ・車両の切り返し，レイアウトの変更が難しいため。 〇 ◎

・地盤が硬い方が良い。 ・地盤沈下が起こりやすいため。 〇 〇

土地の基盤整備の
状況

・アスファルト敷きの方が良い。 ・土壌汚染しにくい，ガラスが混じりにくいため。 〇 ◎

〇

レイアウト検討

・消火用の水を確保できる方が良い。 ・仮置場で火災が発生する可能性があるため。 〇 〇

・電力を確保できる方が良い。 ・破砕分別処理の機器に電気が必要であるため。 〇 〇

〇 〇

被災考慮 発災後適地選定 発災後適地選定

・河川敷は避けるべきである。 ・出水期に増水の影響を受けるため。 〇 〇

・災害活動拠点，仮設住宅，避難所等に指定されていない方が
良い。

・当該機能として利用されている時期は， 仮置場として利用でき
ない場合があるため。

◎ ◎

・道路啓開の優先順位を考慮する。 ・早期に復旧される運搬ルートを活用するため。 〇 〇

◎

設備

・各種災害（津波，洪水，土石流等）の被災エリアでない方が良
い。

・迅速に用地を確保する必要があるため。

地域防災計画での
位置付けの有無

〇
適宜整地

〇
適宜整地

・緊急輸送路に近い方が良い。

・鉄道貨物駅、港湾が近くにある方が良い。

・起伏のない平坦地が望ましい。 ・廃棄物の崩落を防ぐため。

・暗渠排水管が存在しない方が良い。
・災害廃棄物の重量等により，暗渠排水管が破損する可能性が
高いため。

・広域搬送を行う際に，効率的に災害廃棄物を搬送するため。

項目 条件 理由
機能別優先順位の目安

・高速道路のインターチェンジから近い方が良い。
・災害廃棄物を搬送する際に，一般道の近隣住民への騒音や粉
塵等の影響を軽減させるため。

輸送ルート
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項 目 公 有 地 民 有 地

具体例
遊休地や未利用地、公園、駐車場、埋立地、
埋立跡地、等

工場用地、未利用工場跡地、住宅地、農地、等

面積・
筆数等

◎比較的大規模な土地が多い。
▲一定の面積を確保するには、地権者、筆数が多

岐に渡る場合が多い。

協議時間
◎意思決定が組織的なものである。
◎国、県、市町村との調整が行いやすい。

▲協議に時間が必要。
 災害廃棄物処理事業の意義や安全性（交通

渋滞や環境影響など）に対する理解のための
地元説明会の開催等。

 関係者の要望が多岐に渡り、意思決定に地
元住民の理解や全ての地権者の同意が必要。

▲関係者が多いと事務処理が煩雑。
 地権者の連絡先、避難先の情報収集、相続

人の特定などの把握、契約会の開催等。

土地の
用途

▲応急仮設住宅等に利用され、災害廃棄物
の仮置場に利用できない可能性もある。

◎事前に他用途（応急仮設住宅など）が決まって
いない土地が多い。

借地単価 ◎基本的に問題なしと考える。 ▲借地単価の設定方法が課題

その他
課題等

▲事前に土地の調査を実施しておくことが望まし
い。

▲返還時に現状復旧を行う場合、復旧時間、施工、
経済的な負担が大きい。

▲事前に土地の調査を実施しておくことが望ましい。
▲返還時に現状復旧を行う場合、復旧時間、施工、
経済的な負担が大きい。（特に農地の場合）

仮置場の選定にあたっての公有地と民有地の比較
3.仮置場の設置とその重要性
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仮置場では、災害廃棄物をできるだけ分別して集積する。
分別の徹底は、処理期間の短縮や最終処分量の削減、処理費用の削減につなが
ることになる。

 仮置場内の渋滞や混乱を避けるために一方通行の動線とし、分別種類ごと
の分別配置図と看板を設置する。

 分別品目ごとの看板を作成して設置する。看板がすぐに作成できない場合は、
見せごみ（種類別に集積したがれきの山）を設置する。

 災害廃棄物は種類ごとの発生量や
体積の違いを考慮し、区分ごとのス
ペースの大小を決める。

 災害廃棄物を荷下ろしする順番は、
   搬入する住民が荷下ろししやすいよ

うな順番となるよう工夫する。
例：家電類や畳等の分類が判りやす

いものを先にする
出典：「市町村向け災害廃棄物処理⾏政事務の⼿引き」環境省東北地⽅環境事務所

仮置場を設置する際の留意事項
3.仮置場の設置とその重要性
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仮置場の配置の例
3.仮置場の設置とその重要性

出典：令和2年度中部ブロック災害廃棄物対策セミナー（環境省R２）35



【廃棄物種類別の留意点】
 可燃物・木くず：火災の発生を防ぐため、

積み上げ高さは5m以下にする。
（腐敗性のあるもの（例えば畳）は2m以下）
また、山と山の間隔を２ｍ以上離すようにする。
離隔を考慮した面積を確保する。

 家電4品目：形を維持できているものは、家電リサイクルでの処理を行う
                   ため、仮置場では平置き（重ねて置かないように）する。

平置きを考慮した面積を確保する。

仮置き時

搬出時

仮置場を設置する際の留意事項
3.仮置場の設置とその重要性

36

 仮置場での受入れ及び分別指導
 災害廃棄物かどうかの確認、生活ごみ・便乗ごみの排除
 補助金申請の資料となる日々の受入台数・搬入搬出量の記録・写真
 仮置場での分別区分は、処理業者等の関係者と協議の上決定する。
 大量に発生する品目については、早期搬出の調整を行う。
 仮置場開設前に、土壌汚染の有無を把握する。
 可能であれば、ドローン撮影等で集積量を把握する。

 仮置場の安全・衛生管理
 場内作業環境保全のため、粉じん防止（散水等）、ぬかるみ防止（鉄板、

砂利等敷設）を行う。
 衛生害虫等発生防止のため、腐敗性廃棄物の早期発見・早期処理、薬

剤散布等を行う。
 石綿等を含む廃棄物に対しては、飛散防止措置を行う。

 周辺環境管理
 廃棄物の飛散防止のため、散水、飛散防止ネット・囲いの設置、保管袋

での保管等を実施。
 周辺道路の土砂による汚れ・粉じん防止のため、タイヤ洗浄等を行う。

仮置場を運営管理する際の留意事項
3.仮置場の設置とその重要性
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必要人員 主な役割

現場責任者 仮置場全体の管理（安全管理、空き状況把握、連絡調整等）

受付 搬入物の確認（質、量）

誘導員 交通整理（出入口での車両誘導、場内の誘導）

補助員 荷下ろしの補助、分別の確認・指導

警備員 受入時間外の警備（不法投棄や盗難の防止）

【人員の確保】

 仮置場を運営管理するためには、人員が必要となる。

 仮置場に廃棄物担当職員を配置できない場合、災害対策本部、庁内他部署、

シルバー人材センター、災害ボランティアセンター、近隣市町村、市町村OB、

建設業者または廃棄物関係業者等、あらゆる手段を尽くして人員を確保し、

常時複数人が作業に当たれる体制とする。

 理想的には、災害廃棄物の種類ごとに人が配置できると良い。

【人員配置】

仮置場で必要となる人員
3.仮置場の設置とその重要性
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仮置場の周知
3.仮置場の設置とその重要性

【仮置場の開設の広報の事例（令和4年台風15号災害）】

出典：静岡市twitter 39



災災害廃棄物とは

本日のプログラム

1

2

3

4

災害廃棄物処理の流れ（初動対応）

仮置場の設置とその重要性

6

補助金申請について5

災害廃棄物処理の体制

40

災害廃棄物処理計画の必要性

• 災害廃棄物処理は、普段の廃棄物関連業務で実施しない損壊家屋の撤去・解体や補助金対応、仮
設焼却炉の建設業務等に対応するため、、これらの業務の知見や能力・技術を有する職員が必要
となる。

• 災害廃棄物処理業務は膨大な事務作業を生じることから、平時の業務を継続しながら兼務する
ことは困難である。

組織体制の早期設置
4.災害廃棄物処理の体制

平時の廃棄物業務担当課が中心となり、庁内調整・臨時職員の雇用・他自治体からの
職員派遣等により人員を確保し、専従組織として災害廃棄物プロジェクトチーム等を設
置して対応にあたっている事例が多い

【H27.9月関東・東北豪雨 常総市の例】

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料7-1

■作業内容

• 災害廃棄物処理実行計画の立案、並びに処

理実績、処理状況に応じた計画の更新

• 災害廃棄物の発生量、処理量の推計

• 災害廃棄物の処理フローの作成

• 処理スケジュールの作成

• 作業に必要な情報の収集・整理

41



意思決定を行う部門やキーパーソンを定め、他部局も含めた組織体制を構築することが必要。
また、国や都道府県のほか、災害対応経験者の応援や専門家、地元の業界との連携も有効。

組織体制の早期設置
4.災害廃棄物処理の体制
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出典：「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」（令和3年3月改訂、環境省）

主な連携先と連携事項（例）
4.災害廃棄物処理の体制
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組織体制の構築の事例

出典：「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」令和3年3月 環境省再生資源循環局災害廃棄物対策室

人口 740,822人
(H27.10.1)

収集運搬 直営・委託

中間処理
（焼却）

東部環境工場
600トン/日 (直営)

西部環境工場
280トン/日 (委託)

一般廃棄物
年間総排出量

236千トン (H27)

最大震度 ６強

全壊 2,454棟

半壊 15,163棟

一部損壊 98,593棟

避難所数 最大267箇所
(H28.4.21)

仮設トイレ設置数 最大344基 (H28.4.23)

主な施設被害 東部環境工場
H28.5.1：2号炉仮復旧
H28.5.18：1号炉仮復旧

災害廃棄物の
発生量

1,479千トン
(推計)

（平時の一般廃棄物処理体制）

（被害概要）

【事例 ： 平成28年熊本地震 熊本市】

4.災害廃棄物処理の体制
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組織体制の構築の事例
【事例 ： 平成28年熊本地震 益城町】

4.災害廃棄物処理の体制

発災前発災前
• 係長1人係員2人
• 畜犬、環境保全一

般に関する事務も
担当

→仮置場運営で忙殺

発災発災災災1.55か月後
• 廃棄物対策係を新設
• 県職員2名は災害廃棄

物関係事務、補助金手
続サポート

• 他県自治体から合計19
人の派遣

発災発災災災11年後
• 公費解体申請受付終了

に伴い縮小
• 応援派遣は4名→2名に

減員
• 発災後2年で発災前の

体制に移行

出典：災害廃棄物対策指針 技術資料7-1 45



災害廃棄物処理での連携体制

出典：災害廃棄物対策の基礎 ～過去の教訓に学ぶ～（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課 災害廃棄物対策
チーム、平成26年3月31日）

4.災害廃棄物処理の体制
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災害廃棄物処理の経験・知見を有する自治体職員が、災害廃棄物処理の方針にかか
る助言・調整や、災害廃棄物処理の個別課題の対応にかかる助言・調整等を実施。

出典：環境省HP（災害廃棄物対策情報サイト）

災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）
4.災害廃棄物処理の体制

47



東日本大震災の教訓を踏まえ、災害廃棄物対策に係る知見及び技術を有効に活用し、
国、自治体、事業者の連携により災害対応力向上につなげることを目的とし発足。

出典：環境省HP（災害廃棄物対策情報サイト）

災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）
4.災害廃棄物処理の体制

48

【【令令和元年東日本台風】】要請した協定内容について
自治体名 協定先 協定名称 要請内容

長野県
（一社）長野県資源循環
保全協会

災害時等の災害廃棄物の処理等に関する協定書
長野市からの要請（仮置場の運営、災害
廃棄物の運搬）

大阪市 中部ブロック経由で全都清へ要請
勝手置場のごみ収集運搬（ONE
NAGANO）

町田市 災害時における相互応援に関する協定書 勝手置場のごみ収集運搬

県内市町村 長野県市町村災害時相互応援協定
勝手置場のごみ収集運搬、仮置場荷下ろ
し・不燃物搬出

長野市生活環境協同組
合

災害時におけるし尿収集運搬協定 被災地域のし尿収集運搬

長野市委託浄掃事業協
同組合

災害時の廃棄物収集運搬業務に関する協定
勝手置場のごみ収集運搬、仮置場から処
理施設運搬

長野県レッカー協会 災害時における障害物除去等の協力に関する協定 被災車両の移動撤去

株式会社アクティオ 災害時における応急対策業務に関する協定 運搬車両・重機借上

千曲市建設業協会 災害時における緊急支援に関する協定 運搬車両・重機借上

長野県建設業協会更埴
支部

災害時における応急対策業務に関する協定 運搬車両・重機借上

佐久市建設業協会 災害時における応急措置に関する協定 災害廃棄物収集運搬、仮置場整備等

一般社団法人日本建設
機械レンタル協会長野
支部

災害時における資機材レンタルの協力に関する協定 仮設トイレレンタル

須坂市建設業協会 災害時における復旧協力に関する協定書 被災地における排土作業

須高ケーブルテレビ㈱
災害時におけるケーブルテレビ放送要請に関する協
定書

避難所における放送設備(テレビ)の設置

飯山市
市建設業協会、(社)県ダ
ンプカー協会飯山支部

災害時における応急対策業務に関する基本協定 災害廃棄物の収集運搬業務

須坂市

佐久市

千曲市

長野市

協定の活用
4.災害廃棄物処理の体制
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協定名 協定の相手先 協定締結年月

大規模災害時における災害廃
棄物の処理等の協力に関する
協定

公益社団法人北海道産業資源
循環協会

平成23年（2011年）4月

循環型地域社会の形成に関す
る協定

太平洋セメント株式会社・北斗
市

令和2年（2020年）12月

大規模災害発生時における災
害対応の協力に関する協定

公益社団法人北海道浄化槽協
会・一般社団法人北海道環境
保全協会・北海道環境整備事
業協同組合

令和3年（2021年）4月

大規模災害発生時における被
災自動車の撤去等に関する協
定

北海道自動車処理協同組合 令和6年（2024年）1月

北海道では、大規模な災害が発生した際に、市町村などが行う災害廃棄物の処理など
への協力について、廃棄物処理業、浄化槽保守点検業などの業界団体や、セメント会社と
協定を締結。

出典：北海道HPをもとに作成

民間事業者との連携
4.災害廃棄物処理の体制
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災災害廃棄物とは

本日のプログラム

1

2

3

4

災害廃棄物処理の流れ（初動対応）

仮置場の設置とその重要性

6

補助金申請について5

災害廃棄物処理の体制

51

災害廃棄物処理計画の必要性



環境省における災害関係補助事業
5．補助金

52

環境省における災害関係補助事業
5．補助金

出典：災害関係業務事務処理マニュアル(R5.12)
53



環境省における災害関係補助事業
5．補助金

54

環境省における災害関係補助事業
5．補助金

初動時の対応として、仮置場の設置や運用等の対応は重要であるが、同時に、災害査

定に向けての災害報告書の作成も重要である。補助申請に必要な根拠資料を発災直

後から整える体制、準備も忘れてはならない。

災害査定の日程は、災害発生から約２～３か月後に実施されることが多い。

出典：環境省・常総市 平成27年９月関東・東北豪雨による発生した災害廃棄物処理の記録 平成２９年３月 55



災害廃棄物発⽣量の全体量の推計

災害廃棄物量の計測

処理実⾏計画の作成

事業費の算出

災害報告書の作成

災害査定

UAV、簡易測量により体積を計測

見かけ比重を用い重量で推計

排出済みの廃棄物は上記で推計
これから発生する廃棄物（解体家屋等）

について重量で推計

処理の方針、期間、処理フローを検討

品目ごとに処理先と処理量を検討

災害廃棄物処理全体の事業費を算出

災害報告書をとりまとめる

災害報告書を基に査定

補助⾦精算 会計検査補助⾦申請

情報収集 仮置場設置災害発災 運搬・処理

参考：災害関係業務事務処理マニュアル

災害報告書、災害査定への備え（初動からの準備）
5．補助金
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• 補助金の採択要件を満たすこと、経費の必要性や
数量・単価の根拠を確認する資料

• 災害等廃棄物処理事業の報告について

• 添付資料

（１）気象データ等

（２）行政区域図等

（３）被災写真等

（４）推計資料

（５）事業費算出内訳

【災害報告書の構成】

「災害関係業務事務処理マニュアル」参照
http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/index.html

災害報告書とは
5．補助金
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• 災害廃棄物に対応できる職員が不⾜
• 初動対応として、現場管理に⼈が割かれる
• 技術職員は少なく、処理は外部委託の場合も多い
• ⼟⽊部局と違い、災害査定の経験がない
• 必要な災害査定の⼿続きが分からない
• 財政難（処理費は⾼額のため補助⾦が必要）
• ⾃治体職員や地元の業者も不慣れなことが多い

市町村の現状

 膨⼤な書類準備が必要な補助⾦申請が困難

市町村の抱える課題
5．補助金
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最近の査定では詳細な資料を添付せず、集計表を添
付してもらうようになっている。

例）⽇報を添付せず、⼈数の集計表のみ添付する。
査定時に質問を受けたら詳細資料を提⽰。

 災害報告書には詳細な資料を簡潔にまとめた集計表を
添付する。

 査定官から指摘を受けた際には速やかに回答できるよう
バックデータは必要になる。

59

近年の動向
5．補助金



災災害廃棄物とは

本日のプログラム

1

2

3

4

災害廃棄物処理の流れ（初動対応）

仮置場の設置とその重要性

6

補助金申請について5

災害廃棄物処理の体制

60

災害廃棄物処理計画の必要性

61

＜＜未策定定の自治体＞

街中に分別すべきごみが混合状態で

路上堆積する事態が各所で発生した。

（処理に係るコスト、時間が増加）

＜＜策定済済の自治体＞

発災翌日には仮置場が開設できた。また、分別管理

を徹底できた。（（処理に係るコスト、時間が短縮、

早期の現状復帰早期 現状復帰）

Bad 
Practice

Good 
Practice

【【処理計画の効果果】

写真出典：環境省HP

災害廃棄物処理計画の効果
6．計画の必要性
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0. 発災前後の動き（１） （出典：気象庁）

発災当時の「災害廃棄物処理計画」
 A市 ： なし
 B市 ： 策定済み

日時
（2019年10月）

A市（計画なし） B市（策定済）

6日(日) 南鳥島近海で令和元年台風19号が発生

9日(水)
・長野県経由環境省より災害初動対応
通知

11日(金) 9時 ・市災害警戒本部設置

16時 ・災害警戒本部設置

12日(土) 7時 ・暴風警報発表 ・暴風警報発表、予算編成事務

10時 ・大雨・洪水警報発表 ・大雨・洪水警報発表

11時 ・市災害対策本部設置

14時
・市内杭瀬下水位観測所

氾濫注意情報発表

令和元年台風19号被害の事例
6．計画の必要性
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日時
（2019年10月）

A市（計画なし） B市（策定済）

12日(土) 15時 ・市内全域に避難準備情報発令 ・大雨特別警報発表

16時 ・土砂災害警戒情報発表
・災害対策本部設置
・土砂災害警戒情報発表

17時

・市内杭瀬下水位観測所で
避難判断水位(4.60m)超過：4.75m

・市内全域に避難指示発令
・職員参集メール着信（氾濫警戒情報）

18時

・市内杭瀬下水位観測所で
氾濫危険水位(5.00m)超過：5.11m

・市内杭瀬下水位観測所
氾濫危険情報発表

20時

・上田市国分(B市の上流)で氾濫発生
・A市篠ノ井横田(B市の下流)で

氾濫発生

22時

・市内雨宮で氾濫発生
・A市篠ノ井小森および松代で

氾濫発生(B市の下流)

0. 発災前後の動き（2）

令和元年台風19号被害の事例
6．計画の必要性
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0. 発災前後の動き（3）

日時
（2019年10月）

A市（計画なし） B市（策定済）

13日(日) 1時 ・市内で氾濫発生

2時
・隣接自治体の複数個所で氾濫発生

（右図）

3時 ・中野市立ヶ花および栗林で氾濫発生

  3時～5時 ・長野市穂保で堤防決壊

令和元年台風19号被害の事例
6．計画の必要性
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浸水被害：害：AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA市（計画なし）

令和元年台風19号被害の事例
6．計画の必要性
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堤防決壊：壊：BBBBBBBBBBBB市（策定済み）

令和元年台風19号被害の事例
6．計画の必要性
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日時
（2019年10月）

A市（計画なし） B市（策定済）

13日(日) 7時 ・仮置場、分別種別の検討

     8時 ・仮置場と分別案(9分類)の決定

     9時 ・環境省専門官より電話アドバイス

  10時
・環境省中部事務所・長野県・B市協議
→分別、仮置場等の状況について説明

    20時
・長野県へ被害状況報告 第1報
→仮置場調整中

14日(月)8時

・部内打合せ
→9分別に決定、仮置場を3か所決定
→鉄板リース、土壌調査(30mメッシュ)
→畳高さ2m
→市民周知実施(HP・プレスリリース)

    10時 ・環境省・長野県・B市打合せ

１. 被害情報の収集・処理方法の判断（１）

令和元年台風19号被害の事例
6．計画の必要性

13日未明
氾濫発生
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日時
（2019年10月）

A市（計画なし） B市（策定済）

15日(火)11時 ・広域連携計画に基づく支援要請
→計5回

    15時 ・環境省現地対策本部より支援回答

16日(水)
・応援自治体への前日説明
→11月末まで、応援自治体対応
→仮置場等の現状説明、市内地図配布

17日(木) ・応援自治体による活動開始

１. 被害情報の収集・処理方法の判断（２）

日時
（2019年10月）

A市（計画なし） B市（策定済）

12日(土)22時
13日(日)2時

・避難所仮設トイレ設置(5基)

２. 生活ごみ・避難所ごみ・し尿の処理体制の確保

令和元年台風19号被害の事例
6．計画の必要性

13日未明
氾濫発生
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日時
（2019年10月）

A市（計画なし） B市（策定済）

13日(日) 8時

・身近な仮置場の設置
→大量の災害廃棄
物の路上堆積
→集積場の閉塞 ・仮置場の設置、運営

→廃棄物の山積み
→不法投棄の温床
→飛散や臭気の拡散

・仮置場と分別案(9分類)の決
定

14日(月)
15時～16時

・仮置場設置受入開始
●●運動場(千曲川市内上流)

15日(火)
9時～16時

・仮置場設置受入開始
●●公園運動場(中流)

16日(水)
9時～16時

・仮置場設置受入開始
▲▼第1・2運動場(下流)

17日(木)

・積込収集
・運搬

18日(金)
19日(土)

・県外民間廃棄物処理企業へ
仮置場現地説明

・仮置場出入口フェンス一部撤去

22日(火)

11月中旬

３. （持続的な）災害廃棄物の処理体制の確保（１）

令和元年台風19号被害の事例
6．計画の必要性

13日未明
氾濫発生
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日時 A市（計画なし） B市（策定済）

11月中旬 ・分別、積込運搬
→廃棄物分別時の騒音
→運搬時の飛散
→臭気の拡散

・災害廃棄物の処理
→処分、処理先の確保

3月中旬

3月23日 ・市民搬入仮置場2ヶ所へ集約

4月中旬

３. （持続的な）災害廃棄物の処理体制の確保（2）

令和元年台風19号被害の事例
6．計画の必要性

氾濫発生
10月13日
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【A市（計画なし）】
• 身近な仮置場は市内の19か所
• 仮置場は3か所

 ■■荘跡地 (所有者：長野県職員労働組合)
 ■■山展望公園 (所有者：信州千曲観光局)
 ■■体育館グラウンド(所有者：A市)

【B市（策定済）】
• 仮置場は3か所

 ● ● 運動場(千曲川市内上流)
 ● ●公園運動場(中流)
 ▲▼第1・2運動場(下流)

• ▲▼第1・2運動場は「B市災害廃棄処理計画」での仮置場候補地
→ 他2か所については、災害時に選定された可能性がある。

• 処理計画での仮置場候補地36か所のうち7か所が浸水

4. 仮置場の設置状況

令和元年台風19号被害の事例
6．計画の必要性



ご清聴ありがとうございました
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